
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について
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資料２



在宅医療に必要な連携を担う拠点について

１ 在宅医療において積極的役割を担う医療機関（厚生労働省の指針における位置づけ）

○ 在宅医療が円滑に提供される体制（①入退院支援、②日常の療養生活の支援、③急変時の対応、④在宅での

看取り）に掲げる目標の達成に向けて、自ら24時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の

支援も行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅医療にお

いて積極的役割を担う医療機関として医療計画に位置付けること。

○ また、在宅医療において積極的役割を担う医療機関については、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院

等の地域において在宅医療を担っている医療機関の中から位置付けることが想定される。

在宅医療において積極的役割を担う医療機関について①
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２ 埼玉県地域保健医療計画での位置付け

○ 第８次埼玉県地域保健医療計画では、「『在宅医療において積極的な役割を担う医療機関』については、在

宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院が担うことを想定され、」と記載。

⇒ 本県では、既に在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院が在宅医療において積極的な役割を担っている
ことから、個別の医療機関を「積極的役割を担う医療機関」として位置付けていない。
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埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

在宅医療において積極的
役割を担う医療機関

定めていない
（在宅療養支援診療所及び
在宅療養支援病院を想定）

定めている 定めている 定めている

医療計画における記載 「在宅医療において積極的
な役割を担う医療機関」に
ついては、在宅療養支援診
療所及び在宅療養支援病院
が担うことが想定され、…

機能強化型在宅療養支援病
院を「在宅医療において積
極的役割を担う医療機関」
として位置づけます。

自ら 24 時間対応体制の在
宅医療を提供するとともに
他の医療機関の支援などを
行う「在宅療養において積
極的な役割を担う医療機
関」の検討を行い、地域の
実情に応じた当該医療機関
を活用した取組を推進しま
す。

県は、県在宅医療推進協議
会や県医師会等の意見を聞
きながら、在宅医療におい
て積極的な役割を担う医療
機関を地域ごとに選定し、
県民への情報提供を行いま
す。

指定方法

ー

全ての機能強化型在宅療養
支援病院を指定
※ 機能強化型在宅療養支
援病院になると自動的に位
置付けられる。

区市町村が地区医師会等の
地域の関係者と協議した上
で都に推薦した医療機関を
指定

郡市医師会からの推薦に基
づき指定

個別の医療機関を県の
ホームページで公開して
いるか

ー
公開していない
※ 医療圏ごとの計画で医
療機関数を公開

公開 公開

３ 関東近県（１都３県）の状況

在宅医療において積極的役割を担う医療機関について②

※ 各都県のホームページと担当課への確認による



4

今後の方針について（案）

在宅医療において積極的役割を担う医療機関について（案）

○ 厚生労働省の指針において、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を医療計画に位置付けること

になっていることから、個別の医療機関を「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」として指定し、

埼玉県地域保健医療計画の中間見直しに合わせて位置付けることとする。

○ 指定する医療機関については、市町村から県に推薦してもらう。

○ 推薦依頼は県から市町村に行う（必要に応じて市町村から郡市医師会に相談をしてもらう）。
 

指定基準について（案）

ア 在宅医療の機能（①入退院支援、②日常の療養生活の支援、③急変時の対応、④在宅での看取り）の充実に

向けて、次のことを行う在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること。なお、在宅療養支援病院又は

在宅療養支援診療所がない場合には、地域で中心的に在宅医療を担っている医療機関であること。

・ 自ら24時間対応体制の在宅医療を提供

・ 他の医療機関を支援

・ 医療や介護、障害福祉の現場で多職種連携の支援

イ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」として指定することやホームページ等での公開について、

医療機関の同意を得られていること。 
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関について【参考①】

１ 在宅療養支援診療所・病院の施設基準

※ 第73回中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会（R7.4.23開催）資料より
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関について【参考②】

２ 各医療圏、郡市医師会、市町村ごとの在宅療養支援診療所・病院の施設数（R7.11.1時点）

うち機能

強化型

在支診病

以外

春日部市医師会 春日部市 0 11 8 19 1 1 1 3 22 13 25 3

松伏町 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 3 1

吉川市 0 3 1 4 0 0 0 0 4 3 8 4

草加市 0 6 10 16 1 0 2 3 19 7 22 3

八潮市 0 3 1 4 0 0 1 1 5 3 6 1

三郷市医師会 三郷市 0 5 6 11 0 1 0 1 12 6 22 10

越谷市医師会 越谷市 1 11 11 23 0 1 1 2 25 13 42 17

鴻巣市 1 1 4 6 1 1 0 2 8 4 11 3

桶川市 0 3 7 10 0 0 0 0 10 3 11 1

北本市 0 5 6 11 0 1 0 1 12 6 12 0

伊奈町 0 2 0 2 1 0 0 1 3 3 5 2

上尾市医師会 上尾市 0 5 6 11 0 1 0 1 12 6 23 11

熊谷市医師会 熊谷市 0 6 14 20 2 1 1 4 24 9 30 6

深谷市 1 4 10 15 1 0 1 2 17 6 25 8

寄居町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

本庄市 0 2 4 6 0 3 0 3 9 5 17 8

美里町 0 2 1 3 0 0 0 0 3 2 3 0

神川町 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2 0

上里町 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 7 6

行田市医師会 行田市 0 3 2 5 0 1 0 1 6 4 8 2

加須市 0 1 6 7 0 0 1 1 8 1 11 3

羽生市 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 5 1

久喜市 0 5 4 9 0 1 2 3 12 6 14 2

蓮田市 1 0 5 6 0 1 0 1 7 2 13 6

白岡市 0 4 3 7 0 0 0 0 7 4 8 1

宮代町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

幸手市 0 0 2 2 0 0 1 1 3 0 4 1

杉戸町 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2

秩父市 0 1 0 1 0 0 2 2 3 1 8 5

横瀬町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

皆野町 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 2 -1

長瀞町 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1

小鹿野町 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0

19 230 337 586 14 35 41 90 676 298 959 283

北埼玉医師会

南埼玉郡市医師会

北葛北部医師会

秩父郡市医師会

吉川松伏医師会

草加八潮医師会

北足立医師会

深谷寄居医師会

本庄市児玉郡医師会

支援診・病合計 在医総管合計

郡市医師会 市町村
支援

病１

支援

病２

支援

病

小計

合計 合計

二次医療圏

10 秩父地区

9 利根

7 県央

8 北部

6 東部

支援

病３

支援

診１

支援

診２

支援

診３

支援

診

小計

うち機能

強化型

在支診病

以外

浦和区 0 7 24 31 0 0 0 0 31 7 42 11

南区 0 5 15 20 1 1 0 2 22 7 29 7

桜区 0 1 7 8 0 0 1 1 9 1 12 3

緑区 0 7 6 13 0 2 0 2 15 9 20 5

大宮区 1 9 9 19 0 2 0 2 21 12 28 7

北区 0 6 13 19 0 1 0 1 20 7 31 11

見沼区 2 5 9 16 0 0 0 0 16 7 23 7

西区 1 3 8 12 0 0 0 0 12 4 15 3

さいたま市与野医師会 中央区 0 11 8 19 0 0 0 0 19 11 30 11

岩槻医師会 岩槻区 0 2 6 8 0 1 0 1 9 3 14 5

蕨市 0 2 3 5 0 0 1 1 6 2 6 0

戸田市 1 7 8 16 1 1 0 2 18 10 17 -1

川口市医師会 川口市 3 16 21 40 1 1 6 8 48 21 62 14

朝霞市 0 4 1 5 0 2 0 2 7 6 8 1

志木市 0 1 4 5 0 1 0 1 6 2 6 0

和光市 1 4 3 8 0 1 0 1 9 6 10 1

新座市 0 2 8 10 1 0 1 2 12 3 17 5

富士見市 0 5 0 5 1 0 2 3 8 6 12 4

ふじみ野市 1 2 5 8 0 0 0 0 8 3 9 1

三芳町 0 0 2 2 0 1 1 2 4 1 5 1

川越市医師会 川越市 0 14 8 22 1 3 4 8 30 18 45 15

川島町 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 4 2

滑川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

嵐山町 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1

小川町 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 7 5

東松山市 0 0 7 7 1 0 0 1 8 1 21 13

吉見町 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

ときがわ町 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0

東秩父村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳩山町 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1

坂戸市 1 4 2 7 0 0 0 0 7 5 19 12

鶴ヶ島市 0 4 3 7 0 0 0 0 7 4 9 2

毛呂山町 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 3 1

越生町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入間市 0 2 4 6 0 2 2 4 10 4 12 2

飯能市 0 3 2 5 0 0 0 0 5 3 6 1

日高市 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 6 4

狭山市医師会 狭山市 0 3 10 13 0 0 1 1 14 3 23 9

所沢市医師会 所沢市 3 9 17 29 0 2 4 6 35 14 43 8

浦和医師会

大宮医師会

蕨戸田市医師会

朝霞地区医師会

東入間医師会

比企医師会

坂戸鶴ヶ島医師会

入間地区医師会

飯能地区医師会

支援診・病合計 在医総管合計

郡市医師会 市町村
支援

病１

支援

病２

支援

病

小計

二次医療圏

4 川越比企

5 西部

2 南部

3 南西部

1 さいたま

支援

病３

支援

診１

支援

診２

支援

診３

支援

診

小計



在宅療養支援診療所・病院
（診療報酬における施設基準）

在宅医療において積極的役割を担う医療機関

在宅医療に係る役割 
 

・単独又は連携により24時間体制で往診及び訪問
看護を提供 

・自ら24 時間対応体制の在宅医療を提供
・夜間や救急時においての他の医療機関の支援
・災害時に備えた体制構築
・患者家族へ必要なサービスの紹介
・臨床研修制度において在宅医療についての研修
の機会の確保

在宅療養者の入院に
係る役割

・緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院
できる病床を常に確保

・入院機能を有する場合には、急変時の受け入れ
実施

多職種連携に係る
役割 

・在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護保険
施設等と連携や、地域ケア会議、在宅医療・介
護に関するサービス担当者会議への出席

・病院若しくは介護保険施設等で実施される他職
種連携に係る会議への出席

・介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人
ホームからの求めに応じて、協力医療機関とな
ること

・医療や介護、障害福祉の関係機関への働きかけ
・在宅医療・介護提供者への研修の実施
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関について【参考③】

３ 在宅療養支援診療所・病院と、在宅医療において積極的役割を担う医療機関の役割

※ 『在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関するガイドブック』より
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